
構成機関による主な取組内容について

資料５
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「野洲川および甲賀・湖南圏域の取組方針」に基づく令和3年度の取組内容
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「野洲川および甲賀・湖南圏域の取組方針」に基づく令和3年度の取組内容
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避難情報着目型タイムラインの見直し・共有 琵琶湖河川事務所

＜取組番号3＞

■ 平成29年までに水害対応タイムライン（避難勧告等着目型タイムライン）を作成し沿川市と共有を図っ
てきましたが、避難情報に関するガイドラインの見直しに伴い、内容更新を行いました。

■ 避難指示の発令までにとるべき行動を、あらかじめ市町村と河川事務所が協力して整理・共有すること
を通じて、避難指示の発令のタイミングや手順の理解を促進します。

野洲水位観測所 横田橋水位観測所 状　況 体　制 時間 日（曜日）

◇台風予報 ○樋門の点検・操作確認 台風発生（初期） -72 日（　） ●会議開催通知〔タウンメール〕〔掲示板〕 ●滋賀県防災情報システム確認【危機管理局・建設経済部】

○災害対策用資機材・
　復旧資機材等の確保

(３日前) ●危険箇所のパトロール

○リエゾン支援の必要性を市に検討依頼 ●水防資機材（土のう等）の確認　【建設経済部】
○リエゾン体制の確認 台風の上陸（可能性） -36 日（　） ●危機管理員会議の開催【　時】 ●全職員へ台風対応周知 ●滋賀県防災情報システム確認【危機管理局・建設経済部】 自宅保全
○協力機関の体制確認 (1.5日前) 　・最新台風情報及び今後の体制について 　　〔タウンメール〕〔掲示板〕 ●滋賀県土木防災情報システム確認【危機管理局・建設経済部】 防災グッズ準備

◇大雨警報・洪水警報発表 ○体制確認
（機械・電気系業者、巡視業者、
維持業者、流観業者）

★注意報発表 （レベル１） 　・警報発表時の対応準備について ●地区連絡所班員へ開設準備連絡 　※ 水位観測所確認 避難用品準備

○市の対応状況の確認 　・地区連絡所の開設準備について 　　〔タウンメール〕 ●災害応援協定団体へ事前連絡

　・災害警戒本部設置の可能性について ●区長へ台風対応準備等連絡 　　・甲賀ユートビアネットワーク　　

　　〔ﾀｳﾝﾒｰﾙ〕※一部ﾌｧｯｸｽ、区長会 　　・滋賀県建設業協会甲賀支部
○公園施設撤去の要請 ●市民へ事前広報　 　　　　※窓口：ﾕｰﾄﾋﾟｱ　杉本

　　〔防災行政無線、タウンメール〕 　　・小規模産業振興事業協同組合
水防団待機水位 注意体制 ●水防団待機連絡〔タウンメール〕 　　　　※窓口　克心興業
横田橋水観測所（水位1.5m） 水防警報（待機・準備） ●会議開催通知〔タウンメール〕〔掲示板〕

水防警報（出動） 台風の接近 -12 日（　） ●警戒本部員連絡会議の開催【　時】 ●全職員へ台風対応周知 ●滋賀県防災情報システム確認【危機管理局・建設経済部】

水防団待機水位到達 氾濫注意水位 ○流観業者出動 (12時間前) 　・最新台風情報について 　　〔タウンメール〕〔掲示板〕 ●滋賀県土木防災情報システム確認【危機管理局・建設経済部】

野洲川水位観測所（水位2.5m） 横田橋水観測所（水位2.5m） ○樋門の操作 ★警報発表 （レベル２） 　・各部局の準備状況について ●高齢者避難発令 　※ 水位観測所確認
○市の対応状況の確認 　・災害警戒本部の設置の判断について 　　　⇒　エリアメール、防災行政無線 ●災害警戒本部　用品準備【危機管理局】

　・地区連絡所の開設準備について ●地区連絡所班員へ開設準備指示 　　・災害対応受付票、受付箱

　・避難所（体育館）の開設準備について 　　〔タウンメール〕 　　・災害警戒本部貼出用紙

　・高齢者等避難の発令について ●区長へ台風対応準備等連絡 　　・被害状況の収集、集約、報告
　・初動体制各班への他の部局からの 　　〔ﾀｳﾝﾒｰﾙ〕※一部ﾌｧｯｸｽ、区長会

　　応援体制について〔指定職員〕 ●市民へ事前広報〔防災行政無線、タウンメール〕
第一警戒体制 ●水防団待機指示〔タウンメール〕

氾濫注意水位到達 氾濫危険水位 洪水予報（氾濫注意情報） ★災害警戒 （レベル３） ●災害警戒本部会議の開催【　　時】 ●本部員（署長、団長）へ会議開催通知（タウンメール） ●災害警戒本部　会議資料作成
野洲川水位観測所（水位3.5m） 横田橋水観測所（水位3.9m） ○出水時点検（巡視） 本部設置 　・最新台風情報の確認 ●地区連絡所開設指示【　　　時 開設】 ●各部局は連絡員２名を派遣【災害警戒本部】

○CCTVによる監視強化 　・各部局の準備状況の報告 　　　⇒ 班員、 区長へタウンメール ●滋賀県防災情報システム確認・入力【危機管理局・建設経済部】

　・地区連絡所開設について ●職員の参集要請【指定職員】 ●滋賀県土木防災情報システム確認・入力【危機管理局・建設経済部】

　・避難指示の発令について　 　　　⇒ タウンメール【　　　時 参集】 　※ 水位観測所確認
○水防警報（警戒） ●避難指示発令 ●湖南中央消防署、甲賀土木事務所連絡員の派遣要請

　　　⇒　エリアメール、防災行政無線
第二警戒体制 ●水防団出動準備連絡〔タウンメール〕

避難判断水位到達 洪水予報（氾濫警戒情報） 高齢者等避難開始

野洲川水位観測所（水位4.3m）
○ホットライン
(水位情報、現象の予測)

全員避難開始

○漏水・侵食情報提供 避難完了
○ホットライン(彦根地方気象台) ○樋門操作員の退避検討

非常体制

氾濫危険水位到達 計画高水位超過による決壊 洪水予報（氾濫危険情報） 台風の上陸（最接近） 0 日（　）
野洲川水位観測所（水位4.8m） 横田橋水観測所（水位4.9m） ○ホットライン(危険度、現象の予測) 直ちに安全確保
◇大雨特別警報発表 〇緊急速報メール（氾濫のおそれ） 時

【(災害等支援)警戒体制】 大規模水害発生 3 ●支援要請〔リエゾン〕 ●通行規制

●関係機関への連絡 ●各部局の連絡員配置

　　〔消防署、土木事務所、甲賀警察署〕 ●通信の確保
●緊急安全確保発令 ●滋賀県防災情報システム確認・入力【危機管理局・建設経済部】

（3時間） 　　　⇒　エリアメール、防災行政無線 ●滋賀県土木防災情報システム確認・入力【危機管理局・建設経済部】

○リエゾンの派遣 　※ 水位観測所確認
計画高水位超過による決壊 洪水予報（氾濫発生情報） ★災害対策 （レベル４） 12 日（　） ●災害対策本部会議の開催【　　時】 ●支援要請〔TEC-FORCE〕 ●災害対策本部の準備 避難継続／帰宅

○ホットライン(越水・決壊) 本部設置 （12時間） 　・被害状況の報告 ●緊急安全確保発令 　　・会議資料作成
○記者発表(越水・決壊) 　・災害対応方針の確認 　　　⇒　エリアメール、防災行政無線 　　・被害状況の収集、集約、報告
〇緊急速報メール（氾濫発生） 　・協定に伴う応援要請 ●滋賀県防災情報システム確認・入力【危機管理局・建設経済部】

緊急復旧、堤防調査委員会設置 　・決定事項を防災関係機関へ報告 ●滋賀県土木防災情報システム確認・入力【危機管理局・建設経済部】

○災害対策機械の派遣 　・緊急安全確保の発令について　 　※ 水位観測所確認
○被害状況の把握

(ヘリコプター等による迅速な状況把握)
水害等終息 24 日（　） ●災害対策本部会議の開催【　　時】 ●地区連絡所閉鎖指示【　　　時 閉鎖】 ●滋賀県防災情報システム確認・入力【危機管理局・建設経済部】 避難完了

○TEC-FORCEの活動 （1日後） 　・地区連絡所閉鎖について 　　　⇒ 班員、 区長へタウンメール ●滋賀県土木防災情報システム確認・入力【危機管理局・建設経済部】

○被害状況・調査結果等の公表 ★災害対策 　・避難情報等発令の解除について　 ●職員の体制【　　時体制変更】　 　※ 水位観測所確認

本部解散 　・災害対策本部の解散について 　　　⇒ タウンメール

48 ●避難情報等解除【　　　時】

（2日後） 　　　⇒　エリアメール

●水防団解散連絡〔タウンメール〕

復旧支援の場合 72 日（　） ●災害復旧支援についての会議開催
（3日後）

○応援体制の確認・要請
  (防災エキスパート等)

○決壊した場合に備えた準備
　・協定業者への派遣依頼
　・氾濫想定の用意
　・記者発表の準備　等

※市　民琵琶湖河川事務所

台風　号に関するタイムライン（基本形）

会　　　　議 指　　　　示 準備・確認

湖南市

◇台風に関する滋賀県気象情報(随時)

○台風に関する気象庁記者会見

◇台風説明会（彦根地方気象台）

◇大雨注意報・洪水注意報発表

気象・水象情報
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マイ・タイムライン作成体験、マイ・タイムライン普及資料 琵琶湖河川事務所

＜取組番号14＞

■地域の方々との交流イベントの中で、マイ・タイムラインの作成体験コーナーを実施しました。
■子供にマイ・タイムラインを知ってもらい、作成する動機付けになるようなマンガ資料を作成し、
マイ・タイムラインの普及を促進します。

R3.11 水辺の匠 マイ・タイムライン作成体験コーナー

R3 琵琶湖河川事務所作成
「洪水にそなえよう！マイ・タイムラインってなに？」
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防災に関する啓発活動（ARコンテンツの体験） 琵琶湖河川事務所

＜取組番号14＞

■地域イベントにて、パネル展示やパンフレット配布により防災意識の啓発を行いました。
■洪水浸水想定区域図に関心を示してもらうためにARコンテンツを体験してもらいました。

8



「川の防災情報」の河川カメラ平常時画像 琵琶湖河川事務所

＜取組番号24＞

■所管する河川カメラの画像について、洪水時に河川内の状況がカメラ画像で確認しやすくなるよう、
平常時の画像と比較できるようカメラ画像の設定を行いました。

「川の防災情報」の表示画面

稲荷大橋右岸 河川カメラ
平常時画像

野洲川水位流量観測所 河川カメラ
平常時画像 9



洪水予報の高度化を推進（長時間先の水位・危険予測の充実） 琵琶湖河川事務所

＜取組番号28＞

■国管理河川における指定河川洪水予報について、予測時間延長の改善により、６時間先までの水位予測
の提供を行うように改善されました。

■また、これまでの予測水位での運用よりも早期に洪水予報を発表できるようになりました。

水位の欄が６時間先まで拡張
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自主防災組織の強化（マイ・タイムライン作成の取組） 野洲市、琵琶湖河川事務所

＜取組番号30＞

■地域の避難行動等に関しては自主防災隊の役割が大きく、警戒レベルに応じた自主防災隊の防災行動を
既に整理されている地域において、マイ・タイムラインの雛型を作成・提供しました。

裏面には水害時に役立つ情報を記載

野洲市近江富士自主防災隊との打合せにより作成したマイ・タイムラインの雛型
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重要水防箇所の情報共有と関係市による共同点検（国管理区間） 野洲市、守山市、栗東市、
琵琶湖河川事務所

＜取組番号35＞

12



多段階の浸水想定図及び水害リスクマップの作成

■水害リスク情報の充実に向け、想定最大規模降雨のみならず比較的発生頻度が高い降雨規模の場合に想定
される浸水範囲や浸水深を明らかにし、浸水の生じやすさや浸水が発生する頻度を示す新たな水害リスク
情報の整備を進めています。

琵琶湖河川事務所

＜取組番号40＞

－ 13 －

外水氾濫の水害リスクマップ（瀬田川）

外水氾濫の水害リスクマップ（野洲川）

今後、国が管理する河川区間の浸水想定区域を対象とした内外水一体の
水害リスクマップの整備を進めていきます。

13
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野洲市

守山市

野洲川

■ 令和３年１２月までに、野洲川（国管理区間）において、危機管理型ハード対策を実施しました。

野洲川（国管理区間）における危機管理型ハード対策
及び洪水を安全に流すためのハード対策（浸透対策）の実施

危機管理型ハード対策
新庄地区 法尻補強工事
野洲川右岸3.8k付近～4.8k付近

栗東市

湖南市

＜取組番号56＞
琵琶湖河川事務所
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河道内樹木の伐採や河道内堆積土砂の除去等

■近年の災害の頻発・激甚化を受け、「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策」が全国的に進められて
います。対策の１つとして河川の樹木伐採が実施されており、野洲川でも管理区間内の樹木伐採を実施しています。

琵
琶
湖

令和元年度伐採箇所

令和3年度伐採箇所
令和2年度伐採箇所

令和2年度伐採箇所

令和4年度以降伐採

令和3年度伐採箇所

■伐採木の処分費の削減と資源の有効利用の観点から、希望される方に伐採木や伐採竹を無償で配布しました。

また、無償配布について、イベントや自治体広報誌で地域の皆様にお知らせし、より多くの方に活用いただけるように
しています。

積み込み状況配布した木材樹木伐採後樹木伐採前

伐採木の無償配布樹木伐採のイメージ

守山市

野洲市

栗東市

湖南市

琵琶湖河川事務所

＜取組番号57＞
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令和４年度ホットライン説明資料

野洲川および甲賀・湖南圏域版

＜取組番号4,26＞
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洪水予報河川・水位周知河川について

洪水予報河川：野洲川下流（野洲観測所【国】）、野洲川上流（横田橋・水口橋観測所【県】）

杣川（北杣橋観測所【県】）日野川（桐原橋・安吉橋観測所【県】）

水位周知河川：草津川（西矢倉観測所【県】）

・・・氾濫するおそれのある水位

・・・避難準備や高齢者等
の避難を開始する水位

・・・氾濫の発生を注意する水位

・・・水防団が待機する
目安となる水位

洪水予報（野洲川）

氾濫発生

河川・水位の状態

氾濫発生情報

氾濫危険情報

氾濫警戒情報

氾濫注意情報

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
の
運
用

警戒レベル5相当情報

警戒レベル4相当情報

警戒レベル3相当情報

警戒レベル2相当情報

18



水位観測局位置図（野洲川および甲賀・湖南圏域）

避難の基準水位は複数の観測所で設定されています。

安吉橋【県】

桐原橋【県】

増田橋【県】

水口橋【県】横田橋【県】

北杣橋【県】

西矢倉【県】

野洲【国】

水位観測所【国】

水位観測所【県】
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河川管理者（国・県） 市町

水位・情報 双方向のホットライン 発令等

氾濫危険水位
(レベル４水位)

琵琶湖河川
事務所長

土木事務所長

市長
（副市長・部長）

避難指示

避難判断水位
(レベル３水位) 高齢者等避難琵琶湖河川

事務所長
土木事務所

河川砂防課長

防災担当
課長

氾濫注意水位
(レベル２水位) 消防団が出動

水防団待機水位
(レベル１水位) 消防団が待機

ホットラインの具体的な運用

ホットラインの主な内容
現状到達水位、予想到達水位情報

その時点で判明している河川の損壊箇
所や浸水発生等の情報

水位の名称
発表される避難
情報（目安）

野洲川下流 野洲川上流 杣川 日野川 草津川

野洲 横田橋 水口橋 北杣橋 桐原橋 安吉橋 西矢倉

氾濫危険水位
(レベル４水位) 避難指示 4.80 3.90 1.45 4.00 5.10 4.10 4.30

避難判断水位
(レベル３水位) 高齢者等避難 4.30 3.50 1.20 3.50 3.80 3.40 3.40

氾濫注意水位
(レベル２水位) 消防団が出動 3.50 2.50 1.00 3.00 3.00 2.70 3.10

水防団待機水位
(レベル１水位) 消防団が待機 2.50 1.50 0.65 2.00 1.80 1.80 2.30

避難判断水位から氾濫するまでの想定時間*) 2時間 4時間 3時間 3時間 2.8時間 2時間 4.5時間

レベル４

レベル３

レベル２

レベル１

＊）計算値であり、洪水によっては前後することもあります。

＜取組番号4＞
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ホットライン・緊急速報メールの配信のタイミング

住民のみなさま

緊急速報メール配信
 氾濫のおそれ
 氾濫発生

● 緊急速報メールの配信

河川氾濫のおそれがあ
るときなどに緊急速報
メールを配信

● 河川水位と洪水予報など

※ 水防警報は、野洲川では野洲観測所の水位を発令の基準にしています。

緊急安全確保

警戒レベル

〔警戒レベル5〕

〔警戒レベル4〕

〔警戒レベル3〕ホットライン
(水位情報、現象の予測)

ホットライン
(危険度、現象の予測)

ホットライン
(決壊・氾濫の情報)

⑤氾濫発生情報

避難指示④氾濫危険情報

高齢者等避難③氾濫警戒情報

③氾濫注意情報

⑤氾濫発生

（件名）
氾濫のおそれ

（本文）
警戒レベル４相当

野洲川で氾濫のおそれ

野洲（野洲市）付近で河川の水位が上昇、
氾濫が発生する危険があります

自治体からの情報を確認し、安全確保を
図るなど速やかに適切な防災行動をとっ
てください。今後、氾濫が発生すると、避
難が困難になります

（国土交通省）

プッシュ型配信
配信内容【見本】

命の危険
直ちに安全確保

危険な場所から
全員避難

危険な場所から
高齢者等は避難

自らの避難行動
を確認

とるべき行動
（住民）

水防活動開始

資材の点検等、水防

活動の準備を始める

いつでも出動できる
ように待機

水防活動
（水防団）

＜取組番号4・26＞
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レベル４

（件名）
氾濫のおそれ

（本文）
警戒レベル４相当

野洲川で氾濫のおそれ

野洲（野洲市）付近で河川の水位が上昇、氾濫が
発生する危険があります

自治体からの情報を確認し、安全確保を図るなど
速やかに適切な防災行動をとってください。今後、
氾濫が発生すると、避難が困難になります

（国土交通省）

（件名）
氾濫発生

（本文）
警戒レベル5相当

野洲川で氾濫が発生

●●市●●地先（●●側）で堤防が壊れ、河川の
水が住宅地などに押し寄せています

命を守るための適切な防災行動をとってください

（国土交通省）

（件名）
氾濫発生

（本文）
警戒レベル5相当

野洲川で氾濫が発生

●●市●●地先（●●側）付近で河川の水が堤
防を越えて住宅地などに押し寄せています

命を守るための適切な防災行動をとってください

（国土交通省）

洪水情報のプッシュ型配信イメージ

携帯電話事業者（NTTﾄﾞｺﾓ、KDDI・沖縄ｾﾙﾗｰ、

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ（ﾜｲﾓﾊﾞｲﾙ含む））

洪水予報作成・発表
（地方整備局等）

河川管理者（国）・気象
庁

関係市町村、報道機関等
メール・FAX

等

一般住民

緊急速報メール洪水情報

追加!! 追加!!

テレビ・ラジオ
インターネット等

従来 従来

○国土交通省では、「水防災意識社会 再構築ビジョン」のもと、洪水時に住民の主体的な避難を促進するため、平成２８年９月から緊急速報メール
を活用した洪水情報のプッシュ型配信を実施。
○瀬田川・野洲川では、平成２９年５月１日から氾濫危険情報（レベル４）及び氾濫発生情報（レベル５）の発表を契機として、住民の主体的な避難を促進
するための情報を配信。

「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく取組 ～緊急速報メールを活用した洪水情報のプッシュ型配信

レベル５破堤 レベル５越水

＜取組番号26＞
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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成状況

■水防法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の各法では、被災のおそれの
ある地域において、市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設等の所有者又は管理者に避難確保計
画を作成することを義務づけています。
■本協議会における各市の取組状況を整理しました。

協議会全体

＜取組番号12＞

（令和4年3月31日時点）

市町

水防法
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策

の推進に関する法律

対象施設数 作成済み施設数 作成率 対象施設数 作成済み施設数 作成率

近江八幡市 28 27 96.4 2 2 100

草津市 128 69 53.9 4 1 25

守山市 81 60 74.1 0 0 ‐

栗東市 68 40 58.8 2 2 100

甲賀市 80 63 78.8 43 30 69.8

野洲市 66 57 86.4 5 4 80.0

湖南市 58 53 91.4 23 23 100
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(実施概要)
　水害の未然防止と軽減を図り、市民生活の安全を確保するため、関係機関が発生し
た水害の事態に的確に対応できる水防技術、知識の習得に向けて、各種の水防工法
による実施訓練を行うものであります。参加団体は草津市消防団員、湖南広域消防
局西消防署員・南消防署員、NPO法人草津の未来を建設する市内業者会ならびに草
津市職員です。

(令和３年５月３０日　草津市水防訓練)
　草津川防災ステーション防災広場にて総勢約２５０名が参加し、土のう作り、積土の
う工、改良積土のう工および釜段工の実施訓練を行いました。訓練にて作成した土の
うについては、水害時に使用できるよう防災広場にて保管しています。

取組の経過

令和３年４月　　各団体へ参加依頼および地元へ開催通知
令和３年５月　　水防訓練実施

実施状況

取組項目 目標時期 取組機関

水防技術に関する勉強会の
実施

Ｒ３実施 草津市
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3 12 5,6
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20,000

18
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